
宮崎県への遺贈寄付は、こんな施策に活かされます

・子育て世帯への経済的支援（保育料など）

※上記はあくまで例であり、具体的な活用は実際に遺贈寄付があった際に検討させていただきます。

・こどもの居場所の確保（放課後児童クラブの充実など）

・高校生等の海外留学支援

・不登校児童･生徒の支援

・若者や女性の起業チャレンジ

宮崎の未来を担うこども・若者へ

温かい想いを届ける

□ご自身の想いをかたちにし、社会貢献につなげることができます

□税負担が軽減される場合があります

□ご家族への配慮を踏まえ、計画的に寄付を行うことができます

遺贈寄付とは、遺言などによってご自身の財産を、自治体などに寄付することです。
宮崎県は、皆さまからの遺贈寄付を、こども･若者を支援する施策に活用させていただきます。

「私の財産が、宮崎の将来を担うこどもの役に立ってほしい」
「故郷の未来を拓く若者の可能性を応援したい」

そんな想いをお持ちの方へ。

あなたの想いを、宮崎のこども・若者のために生かしませんか？

「遺贈寄付」のご案内

遺贈寄付のメリット



宮崎県への遺贈寄付に関するご質問やご相談は、下記までお気軽にお問い
合わせください。

○宮崎県福祉保健部こども政策局こども政策課

お問い合わせ先・ご相談窓口

ホームページ

： ０９８５-４４-２６０２TEL

FAX

Mail

： ０９８５-26-3416  

： kodomo-seisaku@pref.miyazaki.lg.jp

遺言等の実行

宮崎県への寄付５

こども・若者支援施策への活用６
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遺贈寄付の意思決定
 ・遺言書の作成
 ・遺言信託の申込み 等

３

弁護士などの専門家や金融機関に相談２

宮崎県への遺贈寄付のご検討
承継寄付診断士*によるサポート
・遺贈寄付に関する基礎知識 ・寄付にまつわる税務・法務の基礎知識
・遺贈寄付の遺言書の内容について  ・遺贈寄付の注意点 等

* 宮崎県は、アクサ生命保険株式会社と、「こども・若者の支援に関する協定」を締
結しています。
  本協定のもと、アクサ生命保険株式会社の承継寄付診断士による遺贈寄付に関  
するサポートを受けることができます。
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遺贈寄付のながれ
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